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お問い合わせ　町地域包括支援センター（☎855・1070）

町地域包括支援センターでは、高齢者が安心した生活
を続けるため、将来認知症などの理由で判断能力が衰え、
預貯金や不動産などの財産管理が難しくなってきた方の
配偶者や家族などからの相談を受けて、「成年後見制度」
などの利用へ向けた支援や情報提供を行っております。

※成年後見制度とは
認知症や知的障害などにより判断能力が十分でない人

の権利と財産を守る制度で、財産管理や日常生活でのさ
まざまな契約などを成年後見人（家庭裁判所で法律に基
づき監護・代理・財産管理などをするように選任された人）
が代理権を使用して本人の保護を図るものです。

お問い合わせ　町健康福祉課（☎852・5180）

■ 健 診 ■
22日㈭　２歳児歯科健康診査
　対象　　平成30年２月〜５月生まれ
　受付　　12時50分〜13時20分	 　場所　　役場１階保健室

26日㈪　乳児健康診査
　対象　　令和元年12月生まれ

令和２年３月生まれ、令和２年６月生まれ
　受付　　12時45分〜13時15分	 　場所　　役場１階保健室

■ そ の 他 ■
13日㈫・27日㈫　母子健康手帳・子育て支援クーポン券の交付
　受付　　９時〜15時	 　場所　　健康福祉課
※	指定日以外で交付を希望される方は、事前にご連絡
ください。

お問い合わせ　もりやまこども園内
こどもの木（☎852・3805）

広報「ごじょうめ」1035号　令和2年10月1日13

このコーナーでは、五城目小学校改築工事の毎月の進捗状況
をお知らせしてきましたが、今回が最終回となります。
現在は、今月末の完成を目指し、各種工事の仕上げや外構工
事が行われています。完成後の様子は、町広報12月号でお知
らせします。

職員室は、外部と昇降口を見渡すことのできる明るい
作りになっています。

昇降口の様子。吹き抜けの空間で、開放的な仕上がり
となっています。

子どもたちに新しい学びをもたらす階段教室。内装に秋田杉を用いた
広々とした空間になっています。

子育て支援センター「こどもの木」では、今月も様々
な事業を準備してお待ちしております。
保護者向けのイベント「シャイニングMom」も開

催します。お気軽にご参加ください。
▶利用時間　月曜日〜金曜日（祝日を除く）
　　　　　　午前10時〜正午
　　　　　　午後１時30分〜午後３時

「わんパーク」10月の日程
▶10月 8日㈭　バスに乗って動物園へ（すずむし号）

午前９時出発、午後１時20分帰園予定
▶10月22日㈭　�べビーマッサージ③・誕生会

午前10時〜

「シャイニングMom」
▶10月15日㈭　アロマヨガ講座②

午前10時〜

※それぞれ、下記まで事前予約をお願いします。

　国民健康保険または後期高齢者医療保険の被保険者の
方で、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑
われる症状のため、労務に服することができず、給与等
の全部または一部を受けることができない場合、傷病手
当金を支給します。

▶対象者（�以下の❶〜❸をすべて満たす方）
❶  五城目町国民健康保険または後期高齢者医療保険に加
入していて、勤務先から給与の支払いを受けている。

　�※�自営業の方や個人で事業を行う方は、給与の支払い
を受けていない限り対象とはなりません。

❷  新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ
る症状（※）がある。

　�※�結果として感染していなかった場合も含みます。
❸  ❷の療養のため、労務に服することができない期間が
あり、給与等の全部または一部が支給されない。

▶支給対象となる日数
　�　労務に服することができなくなった日から起算し３
日を経過した日から、労務に服することができない期
間のうち、就労を予定していた日数
▶支給額
　�　直近３か月間の給与収入額　÷　直近３か月間の就労
日数　×　２／３　×　支給対象となる日数
▶適用期間
　�　令和２年１月１日～令和２年12月31日の間で、療養
のため労務に服することができない期間
※�入院が継続する場合等は最長１年６か月まで。
※�適用期間が、９月30日までから12月31日までに延長
になりました。
▶申請方法
⃝�町健康福祉課　国保・後期高齢者医療担当まで、事前
にお電話等でご相談ください。
⃝�申請には、勤務先の事業主や医療機関からの証明等が
必要になります。

お問い合わせ　町健康福祉課（☎852・5108）


